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教育委員会教育長  

 

 

岩手県教育職員免許状に関する規則の一部改正について（通知） 

岩手県教育職員免許状に関する規則（昭和 30 年岩手県教育委員会規則第１号）の一部を

別添新旧対照表のとおり改正し、平成 31 年４月１日から施行することとしましたので通知

します。 

つきましては、貴所管の幼稚園、幼保連携認定こども園、小学校、中学校、高等学校及

び特別支援学校に周知くださいますようお願いします。 

記 

１ 改正の趣旨                            

教育職員免許法（以下「免許法」という。）及び教育職員免許法施行規則（以下「省令」

という。）の一部改正に伴い、教育職員検定を受けようとする者の大学の単位の修得方法

に係る規定を改めるとともに、併せて所要の整備をするもの。 

２ 改正の内容                               

１ 省令第 11 条、第 13 条、第 16 条から第 17 条の２まで、第 18 条の２及び第 18 条の

４の表の欄の名称の変更に伴い、第４条から第７条までの各表の欄の名称を同様に変

更するもの。 

(１) 省令第 11 条及び第 13 条（免許法別表第３関係）並びに第 16 条（免許法別表第

５関係）【教諭の免許状に係るもの】 

(第４条、第５条第１項、第６条及び第７条関係) 

改正前 改正後 

教科に関する科目 

教科に関する専門的事項に関する科目

（幼稚園教諭免許状にあっては、領域に

関する専門的事項に関する科目） 

教職に関する科目 

各教科の指導法に関する科目又は教諭の

教育の基礎的理解に関する科目等 

（幼稚園教諭免許状にあっては、保育内

容の指導法に関する科目又は教諭の教育

の基礎的理解に関する科目等） 

教科又は教職に関する科目 大学が独自に設定する科目 



(２) 省令第 17 条（免許法別表第６関係）【養護教諭の免許状に係るもの】 

 (第５条第２項関係) 

改正前 改正後 

養護に関する科目 養護に関する科目 

教職に関する科目 
養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解

に関する科目等 

養護又は教職に関する科目 大学が独自に設定する科目 

(３) 省令第 17 条の２（免許法別表第６の２関係）【栄養教諭の免許状に係るもの】 

(第５条第３項関係) 

改正前 改正後 

管理栄養士学校指定規則別表第１に掲げ

る教育内容に係る科目 

管理栄養士学校指定規則別表第１に掲げ

る教育内容に係る科目 

栄養に係る教育に関する科目 栄養に係る教育に関する科目 

教職に関する科目 
養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解

に関する科目等 

栄養に係る教育又は教職に関する科目 大学が独自に設定する科目 

(４) 省令第 18 条の２及び第 18 条の４（免許法別表第８関係）【隣接校種の免許状

の取得に係るもの】 

 (第５条の２関係) 

改正前 改正後 

教科に関する科目 教科に関する専門的事項に関する科目 

教 職

に 関

す る

科目 

教 育 課 程

及 び 指 導

法 に 関 す

る科目 

保育内容の指導法 保育内容の指導法に関する科目 

各教科の指導法 各教科の指導法に関する科目 

道徳の指導法 
道徳、総合的

な学習の時

間等の指導

法及び、生徒

指導、教育相

談等に関す

る科目 

道徳の理論及び指導法 

生徒指導、教育相談及び進路指導

等に関する科目 

生徒指導の理論及び方法 

教育相談（カウンセリン

グに関する基礎的な知識

を含む。）の理論及び方

法 

進路指導及びキャリア教

育の理論及び方法 

教科又は教職に関する科目 大学が独自に設定する科目 

なお、省令改正において最低修得単位数は据え置かれていること等を考慮し、規則

で定める在職年数に応じた科目ごとの修得単位数の改正は行わず、各表の欄の名称の

みの改正とするもの。 



２ 所要の整備 

 (１) 第４条第１項第２号及び第３号並びに第２項第２号及び第３号関係 

    免許法及び省令で既定されている在職年数 15 年以上の部分を削除するもの。 

 (２) 第５条の２関係 

    修得単位数を要しない科目名を表中から削除するもの。また、他の条の表記方

法に合わせて、在職年数が最大逓減数まで達した場合は「〇年以上」と表記を改

めるもの。 

(３) 附則第２項関係 

免許法附則第 11 項が削られたことによる項ズレに伴い、附則第２項に定める教

育職員免許法「附則第 19 項」を「附則第 18 項」に改めるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：教職員課免許担当 齋藤・波岡  

TEL 019-629-6124 FAX 019-629-6134  


